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「島根かみあり国スポ・全スポ輸送・交通基礎調査業務」 

企画提案公募実施要領 

 

１ 目的 

第84回国民スポーツ大会・第29回全国障害者スポーツ大会（以下「島根かみあり国スポ・

全スポ」という。）では総合開・閉会式をはじめ、全国から多数の選手・監督等の大会参加者

及び一般観覧者の来県が見込まれる。これらの大会参加者等の輸送を安全かつ確実に行うた

め、本県における道路・交通状況等を調査し、輸送力や駐車場の現状を踏まえた課題を抽出

し、今後策定する各種計画等の基礎資料とする。 

 

２ 業務概要 

（１）委託業務名 

  島根かみあり国スポ・全スポ輸送・交通基礎調査業務 

（２）委託期間 

  契約締結日から令和８年２月27日まで 

（３）業務内容 

  別添委託業務仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり 

（４）委託料の上限 10,348,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※この金額には、企画提案書に基づく委託業務の全てが含まれるとともに、県との打ち

合わせに要する費用を含む。 

（５）予算執行者 

   第84回国民スポーツ大会・第29回全国障害者スポーツ大会島根県準備委員会会長 

 

３ 参加資格 

 この企画提案公募に参加できる者は、次の要件の全てを満たしている者とする。 

（１）単独の法人又は複数の法人による連合体（以下「コンソーシアム」という。）であるこ

と。 

（２）単独の法人での参加は、島根県内に本店、支店又は営業所を有する法人（以下「県内法

人」という。）であること。コンソーシアムの構成員での参加は、構成員のうち１以上は

県内法人であること。 

（３）単独の法人又はコンソーシアムの構成員は、次の各号を満たすこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

イ 地方自治法施行令第167条の４第２項各号に該当すると認められる事実があった後

２年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は

入札代理人として使用する者でないこと。 

ウ 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の者でないこ

と。 

エ 直近１事業年度の消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

オ 島根県の区域内に事業所を有する者にあっては、県税の滞納がないこと。 
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カ 島根県の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府

県における直近１事業年度の都道府県税の滞納がないこと。 

キ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱（平成23年島根県告示第

454号）に基づき、入札等排除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこ

と。 

ク 島根県の「建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱」又は「物品

の製造の請負、売買等に係る入札参加資格者指名停止措置要領」に基づく入札参加指

名停止措置を受け、入札日においてその措置の期間が満了していない者でないこと。 

ケ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

コ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力

団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。 

サ 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て、民事再生

法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立て又は破産法（平成16年

法律第75号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。 

シ 複数のコンソーシアム構成員になって参加し、又はコンソーシアム構成員と単独の

法人として重複参加していないこと。 

 

４ 募集に関するスケジュール等 

 事業の委託に当たり、企画提案公募説明会を開催の上、企画提案公募参加希望者から事前

に企画提案公募参加表明書（様式１）を徴取して、資格の有無を審査し、審査結果を通知す

るとともに、参加資格を有する者に対して企画提案書の提出及び提案者プレゼンテーション

への出席を要請する。 

(１)公募開始 令和７年５月16日（金） 

※各種様式等は、島根県ホームページで閲覧、ダウンロー

ドができるほか、下記(10)提出先及び問い合わせ先で配布

する。 

(２)企画提案公募説明会  次のとおり企画提案公募説明会を開催するので、プロポー

ザルに参加する者は必ず出席すること。 

ア 日 時：令和７年５月28日（水）10時から 

イ 方 法：オンライン（Zoomを予定） 

ウ 内 容：①業務の目的、仕様の説明 

      ②質疑応答 

エ その他：企画提案公募説明会に参加する者は、令和７年

５月26日（月）17時までに、下記(10)の提出先

へ、以下を記載した企画提案公募説明会参加申

込書（任意様式）を電子メールにて提出すると

ともに、到着確認の電話を行うこと。 

①企業（団体）名  
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②出席者の所属、役職及び氏名 

③担当者の所属、役職及び氏名 

④担当者の連絡先（電話番号及び電子メール

アドレス） 

(３)質疑の受付期限  質疑がある場合は、必ず企画提案公募質問票（様式２）に

より、令和７年５月30日（金）17時までに持参又は電子メー

ルにより提出すること。 

(４)質疑の回答 令和７年６月３日（火）を予定 

 各参加希望者の質疑を取りまとめ、島根県ホームページに

掲載する。 

 なお、応募書類の具体的な記載方法、記載内容及び評価基

準に係る質問については、公平性の確保及び公平な審査を行

うため受け付けない。 

(５)企画提案の参加表明

書の提出 

 企画提案に参加する者は、企画提案公募参加表明書（様式

１）に以下の書類を添えて、令和７年６月５日（木）17時ま

でに持参又は郵送により提出すること。 

※持参の場合の受付時間は、９時から17時まで（土・日、

祝日は除く。）とし、郵送の場合は郵便書留による必着

に限る。 

【添付書類】（各１部） 

 ア 島根県内に事務所を有する者：県税に関する納税証明

書（発行後３か月以内のもの。写し可。） 

 イ 島根県内に事務所を有しない者（島根県に納税義務の

ない者）：本店が所在する都道府県の法人事業税に滞納

がないことの証明書（発行後３か月以内のもの。写し

可。） 

ウ 税務署が発行する消費税及び地方消費税に関する納

税証明書（発行後３か月以内のもの。写し可。） 

エ 会社（法人）の概要がわかるもの（会社案内等） 

※コンソーシアムによる参加の場合は、上記の書類について

構成員全ての書類（ア、イについては該当するもののみ）

及びコンソーシアム協定書の写しを添付すること。 

（６）参加資格通知予定日 令和７年６月９日（月） 

（７）企画提案書の提出 令和７年６月20日（金）17時までに持参又は郵送により提

出すること。 

※持参の場合の受付時間は、９時から17時まで（土・日、祝

日は除く。）とし、郵送の場合は郵便書留による必着に限る。 

（８）提案者プレゼンテー

ション（審査） 

令和７年７月２日（水）午後を予定 

※時間及び場所については、別途通知する。 
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（９）委託候補者の決定 令和７年７月上旬を予定 

（10）提出先及び問い合わせ先 

〒690-0876 島根県松江市黒田町488-2 黒田庁舎１Ｆ 

第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会島根県準備委員会事務局 

（島根県環境生活部島根かみあり国スポ・全スポ準備室内） 

担当：秋間、嘉藤 

TEL：0852-67-4142  FAX：0852-67-4147 

E-mail: shisetsu2030@pref.shimane.lg.jp 

 

５ 企画提案書等の作成、提出方法 

（１）作成方法 ア 企画提案書（様式３）及び企画書（様式３別紙）によ

り作成すること。 

イ 用紙の大きさはＡ４判縦、横書き、左綴じを原則とす

る。（図表等は必要に応じＡ３判の折り込みも可とする。） 

（２）提出方法 ア 計８部提出すること。 

イ 令和７年６月20日（金）17時までに持参又は郵送によ

り提出すること。 

※持参の場合の受付時間は、９時から17時まで（土・日、

祝日は除く。）とし、郵送の場合は郵便書留による必着

に限る。 

（３）その他の書類 見積書（任意様式）を１部提出し、写しを企画提案書の

末尾にも添付すること。 

（４）企画提案等に係る留

意事項 

ア 参加表明書又は企画提案書が次のいずれかに該当する

場合には、無効となることがあるので留意すること。 

①提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの 

②本要領に指定する作成様式及び記載上の留意事項に適

合しないもの 

③記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないも

の 

④記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

⑤虚偽の内容が記載されているもの 

イ 企画提案に係る一切の費用については、提案者の負担

とする。 

ウ 複数の企画提案は認めない。 

エ 提出期限以降における企画提案書の差替及び再提出は

認めない。 

オ 企画提案の採否は、文書により通知する。 

カ 事業の効果、効率性の観点から、採用された提案の内

容を変更することがある。 

キ 本要領に基づき提出された書類一式については、返却

しない。 
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６ 審査方法等 

（１）審査方法  審査会において、下記(2)審査内容に基づき審査を行

い、業務の内容に最も適する企画提案を提出した者を本

業務の委託候補者として選定する。 

 審査の結果、適当と判断される企画提案がない場合

は、委託候補者を選定しないことがある。 

（２）審査内容 

 

（３）提案者への採否通知 委託候補者決定後、提案者全員に通知する。 

 

７ 契約 

（１）契約方法 

  委託候補者と仕様書の内容等について協議の上、地方自治法施行令第167条の２第１
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・業務遂行が可能な人員体制が確保されているか。
・当準備委員会と十分な意思疎通が図られる体制が確
　保されているか。
・主務担当予定者は、業務を遂行するに当たって十分
　かつ有効な経歴や資格を有しているか。

・業務を効率的かつ確実に遂行するために必要な同種
　業務の受託実績は十分か。

・本県の輸送交通事情に詳しいか。

評価項目 評価内容 配点

業務に要する経費及び
その内訳

・見積内容、積算根拠が適正であるか。

合　計

業務遂行体制

同種業務の受託実績

本県の輸送交通事情
に対する精通度

業務全般の理解度

各業務の取組方針

調査・検討等の手法

独自提案の内容

・当該業務に関し、十分な知識・知見を持っているか。
・交通を取り巻く環境の変化、本県輸送・交通の現状
　などについて理解しているか。

・仕様書に記載されたすべての事項について、取組方
　針が示されているか。
・取組方針に妥当性があり、具体的な内容となってい
　るか。

・調査・分析・検討の対象や手法に偏りはないか。
・調査・分析・検討の手法に、事業成果を高めるため
　の工夫が見られるか。

・本県の地域特性を踏まえた調査業務とするための工
　夫が見られるか。
・仕様書に示された内容以外に、独自の提案がされて
　いるか。また、その内容は現実的かつ妥当なものか。
・独自提案の内容は、事業成果を高めるために有効な
　ものであるか。

・日程に無理がなく、作業手順は効率的なものである
　か。

作業手順等
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項第２号の規定により、随意契約を行う。 

  なお、契約の締結にあたっては、地方自治法及び島根県会計規則をはじめとする諸規

定が適用される。 

（２）契約金額 

  委託候補者から改めて見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。 

（３）契約保証金 

    島根県会計規則の規定に準ずる。 

 （４）著作権等 

    本業務により生じた著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む）その他の権利

は、発注者に帰属するものとする。 

    また、受託者は、著作人格権を行使しないものとする。 

 （５）その他契約条項 

  委託候補者との協議事項とする。 

 

８ その他 

（１）著作権の取扱い 

ア 選定された者の企画提案書に係る著作権は、第84回国民スポーツ大会・第29回全

国障害者スポーツ大会島根県準備委員会に帰属する。ただし、契約締結前にあって

は提案者に帰属するものとする。 

イ 選定されなかった提案者の企画提案書に係る著作権は、提案者に帰属するものと

する。 

ウ 発注者は、提案者に対して、企画提案書に係る著作権の使用に係る一切の対価を

支払わないものとする。 

（２）暴力団の排除 

契約の相手方（以下「受託者」という。）が次に掲げる事項のいずれかに該当すると

きは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。 

なお、受託者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を

解除するときは、受託者は違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を発注者

に支払わなければならない。 

また、受託者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを島根県警察本部に

照会する場合がある。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構成員（以下「暴

力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行

為を行ったと認められるとき。 

① 暴力団員を役員等（受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上

参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上

参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。）とすることその他

暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。 
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② 暴力団員を雇用すること。 

③ 暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 

④ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、

物品その他財産上の利益を与えること。 

⑤ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 

⑥ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 

⑦ 暴力団若しくは暴力団員であること又は①から⑦までに掲げる行為を行うも

のであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等

させること。 


